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１ 教育施設個別施設計画とは 

（１） 教育施設個別施設計画とは 

① 計画策定の背景 

本町では、人口増加や高度経済成長期及び町民や観光のニーズに合わせて多くの公共

施設が建築されてきました。 

さらに、多くの自治体が抱える課題である少子高齢化が本町でも進行しているなど、

公共施設を取り巻く環境は日々変化しています。 

このことを背景として、公共施設の現状を把握し、公共施設等の総合的かつ計画的な

管理を推進するために、所有する公共施設等（従来の建築的ハコモノに加え、土木的イ

ンフラ等も含む）における整備の基本的な方針として「草津町公共施設等総合管理計画」
※１（以下、「総合管理計画」という）を平成２９年３月に策定しました。 

これによると、今後は公共施設の老朽化対策、設備の更新に膨大な費用を要すること

が想定されています。 

以上のことから、総合管理計画に基づき、本町の各部署で個別施設の対応方針を定め

る計画として、個別施設の長寿命化計画を策定することとしました。 

このうち、本計画書では教育施設を対象として、基本的な方針に基づく実際の整備内

容や時期、費用等を具体的に示します。教育施設の個別施設計画は中長期的な施設整備

の見通しを示すものです。 

本町の所有する教育施設のうち、小中学校（小学校１校、中学校１校）は、平成２１年

度に学校校舎の耐震化が終了し、平成２６年度までに学校屋内運動場等の耐震化も完了

しました。また、その他の教育施設のうち、新耐震基準※２以前に建設された学校給食セ

ンター及び総合体育館も耐震性能を有していることが確認されており、全ての教育施設

が耐震性能を有しています。 

一方、昭和４７年から４８年に建築された小学校をはじめ中学校及び学校給食センタ

ーは、昭和４０年代後半から５０年代前半の急激な人口増加にあわせて集中的に整備さ

れた建物であり、築後３８年から４５年程度経過しています。これら施設の老朽化は著

しく、安全面や施設維持の点から長寿命化改修等の適切な維持管理への対応が早急に求

められています。さらに、他の教育施設も築後２３年から３６年程度経過しており、保

有する教育施設の劣化度等点検評価を行い、施設保全のための中長期的な予算配分戦略

につなげ、適正な維持保全を進めていくための計画とします。 

 

※１:総務省が「インフラ長寿命化基本計画」の策定を受け、各地方公共団体に対して、国の動きと歩

調を合わせ、平成２８年度末までに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画

の策定を要請したもので、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を盛り込む

こととされています。 

※２:新耐震基準とは建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981

（昭和 56）年 6月 1日以降の建築確認において適用されている基準をいう。震度 6強の揺れに対

して、即座に建物が倒壊しないことが期待されている。  
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② 計画の位置づけ 

本町では、昭和５３年度に「草津町総合計画」を策定し、概ね１０年程度を単位に計画

を見直していましたが、平成２６年に制定された『まち・ひと・しごと創生法』に基づ

き、『草津町まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」』を平成２８年３月に

策定しました。 

さらに、「総合管理計画」において、個別の施設について、適正に管理するために利用

者の安全性の確保と効率的な施設管理を行うこととし、「施設の長寿命化」を施策に掲げ

ています。 

各計画の相関関係は図１のとおりです。 

 

図１ 草津町教育施設個別施設計画の位置づけ 

  

草津町町まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」 

(平成２８年３月策定) 

計画期間：平成２８年度～平成５２年度 

（２０１６年～２０４０年） 

草津町町公共施設等総合管理計画 

(平成２９年３月策定) 

計画期間：平成２９年度～平成６８年度 

（２０１７年～２０５６年） 

教育施設個別施設計画 

(平成３０年３月策定) 

各所管施設個別施設計画 

各所管施設個別施設計画 

各所管施設個別施設計画 

・
・
・ 
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③ 計画策定の目的 

個別施設計画策定の主な目的は、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減

及び予算の平準化を図りつつ、教育施設の長寿命化をすることを前提として、教育施設

に求められる機能及び性能を確保することです。 

また、本町では昭和４０年代後半から５０年代前半にかけて建築された小中学校施設

と昭和５０年代後半から平成ひと桁年代にかけて建築された社会教育・体育系施設があ

ることから、今後１０～２０年間に、改修等に多額の費用を要するものと予測されます。 

そこで、本計画を策定し、中長期的な予算配分の検討を行います。 

 

④ 計画期間 

本計画の計画期間は、総合管理計画と連動させて４０年間と予定します。 

ただし実際に改修を行った場合や、法改正等の社会的要求水準の変化を受けて、状況

が変化する場合があるため、５年をめどに計画の見直しを行う予定です。 

 

計 画 期 間:平成３０年～平成６９年 

（２０１８年～２０５７年） 
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（２） 教育施設個別施設計画策定フロー 

教育施設個別施設計画の策定フロー（図２）に示したように、計画の定期的な見直し

とフィードバックを行っていくことが、計画を継続・実行するために重要です。 

 

 
図２ 教育施設個別施設計画の策定フロー  

１ 教育個別施設計画とは 

（１）教育施設個別施設計画とは 

①背景 ②位置づけ ③目的 ④計画期間 

（２） 教育施設個別施設計画策定フロー 

（３） 教育施設の目指すべき姿 

２ 対象施設の現状 

（１） 教育施設の現況 

（２） 教育施設の保有状況 

（３） 教育施設の活用状況 

（４） 今後４０年間の維持・管理コスト 

 

３ 期待耐用年数と維持管理レベル 

（１） 期待耐用年数の設定 

（２） 教育施設の維持管理レベル 

 

４ 教育施設の老朽化状況の把握 

（１） 現存率調査の実施 

（２） 現存率による保全優先度の把握 

（３） 長寿命化及び大規模改修の進め方 

（４） 改修レベルによるシミュレーション結果の比較 

（５） 直近５年間の整備計画概要 

（６） 直近５年間の整備計画予算配分 

５ 個別施設計画への展開 

（１） 教育施設のあり方 

（２） 教育施設の方向性 

６ 長寿命化の基本的な方針 

（１） 教育施設のあり方を検討 

（２） 中長期的な維持管理を継続 

７ 個別施設計画の継続的運用のために 

（１） 情報基盤の整備と活用 

（２） 推進体制の整備 

（３） フォローアップ 
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（３） 教育施設の目指すべき姿 

本町の教育施設の目指すべき姿は第一に「安全性」、第二に「快適性」です。 

「安全性」においては、地震等の災害に強く防災機能を備えた、安全で安心な教育施

設であること。 

「快適性」においては、学校施設では、学習効率の向上に資する快適な空間の提供が

必要です。 

その他の教育施設では、利用目的にあった環境の整備と町民が誇れる愛着の持てる施

設とすることです。 

本町の教育振興基本計画に基づく、具体的な施策を以下に示します。 

 

＜平成２６年度～平成３０年度 草津町教育振興基本計画＞ 

 

基本理念  人づくりは町づくり 

基本方針  やさしさといたわりの心をもった自立 

 

＜具体的な施策＞ 

① 学校教育の充実 

 安全性 

◎ 災害対策 

• 教育施設の安全化（耐震性能の確保→耐震補強工事実施済） 

• 学校安全管理の強化徹底 

 

◎ 防犯・事故対策 

• 通学路安全管理の強化徹底 

• 不審者対策の強化徹底 

• 食物アレルギー対策及び感染症対策の強化徹底 

• 地域と共に行う安全確保対策の推進 

• 個人情報保護対策の推進 

 

◎ 将来計画 

• 老朽化箇所の適切な維持管理 

• 教職員住宅の維持管理 

• 少子化問題を捉えた教育施設将来設計書の作成 

 

 快適性 

◎ 快適な学習環境 

• 「育ちと学びを支えるネットワーク事業」の推進 

• 児童生徒の健全育成事業の充実と保護者支援の強化 

• きめ細やかな特別支援教育の充実 

 

◎ 教職員に配慮した空間 

• 学校経営体制の確立と教職員の資質の向上 

• 教職員の健康管理と福利厚生の充実 
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 学習活動への適応性 

◎ 指導内容・方法の充実 

• 基礎学力の向上を図り、個性を活かす教育の推進 

• 進路指導、学習指導の充実と改善 

• 情報教育環境の充実と積極的活動 

 

◎ 道徳心の育成 

• 道徳教育・人権教育・福祉教育の充実 

• いじめ問題対策の推進と強化 

• 児童虐待対策の推進と強化 

 

◎ 子育て支援事業の充実 

• 子育て支援事業の充実 

• 就学援助費等制度の実施 

• 幼保小中における一貫した生活習慣の指導 

 

◎ 社会の変化に対応する学校教育の推進 

• 情報社会への対応 

• 高齢化、福祉社会への対応ボランティア活動の充実 

• 環境教育の推進 

• 学校 ICT事業の推進 

 

◎ 外国語教育の充実 

• 外国語指導助手による幼保小中への英語指導 

• 英語で町を紹介できる 15歳育成事業の継続推進 

• 英語指導副読本「KUSATSUノート」の活用 

 

◎ 学校体育の充実と健康教育の推進 

• 体育授業の充実を目標に教員の指導力の向上 

• 運動部活動への支援と学校体育施設の充実化 

• 健康、安全で幸福な生活のための習慣性の養成 

• 心身の調和的発達を図る 

 

② 社会教育の充実 

 社会性の形成 

◎ 人権教育の強化・推進 

• 人権アドバイザーの養成と活用 

• 人権教育啓蒙活動及び人権教育講座の実施 

 

◎ 青少年教育の推進 

• 青少年健全育成の推進 

• 青少年の社会参加活動の促進 
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• 成人式の開催 

• 地域ぐるみの運動の推進と非行防止対策の推進 

 

◎ 社会教育の推進、生涯学習の振興 

• 社会教育・生涯学習推進体制の充実 

• 学習機会の拡充と情報の提供 

 

 地域の拠点化 

◎ 文化活動の推進 

• 文化団体協議会の育成と支援 

• 町文化祭、文化と学びのフェスティバルの開催 

• 草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティバルの開催 

• 文化財の保護と活動 

 

◎ 活力あるコミュニティーの形成 

• 地域の力を高めるための絆づくり 

• 花いっぱい運動の推進による地域力の活性化 

• 町民の学び、教養の支援 

• 趣味・教養の講座や教室の開催 

 

◎ 生涯スポーツの振興 

• 地域住民のニーズに対応した事業の実施 

• スポーツ大会等の開催、参加 

 

◎ 社会教育施設・社会体育施設の充実 

• 町民の自発的な活動を促す施設の充実化 

• 多様な社会教育活動へのバックアップ 

• 町民の心身の健全な発達のための体育施設の充実 

• スポーツ振興の施策展開における体育施設の整備 
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２ 対象施設の現状 

（１） 保有施設における教育施設の現況 

総合管理計画によると、本町内には公共施設が１０５施設あり、建築棟数は２７５棟、

総延床面積は８０，５５６㎡になります。 

施設類型別に１６分類して整理し、延床面積の割合を示したものが、図３です。本計

画に関わる学校教育施設が１６．６％、スポーツ・レクリエーション施設が７．５％、町

民文化施設が５．８％、社会教育施設が０．５％となっています。その他、延床面積の割

合は千客万来事業会計の施設が最も多く、全延床面積の２３．８％を占め、次いで公営

住宅が１７．０％となっています。 

 

 
図３ 延床面積の内訳 

（平成２９年３月策定 草津町公共施設等総合管理計画より） 

  

町民文化施設

5.8%
社会教育施設

0.5%
スポーツ・レクリ

エーション施設

7.5%

商工・観光施設

2.7%

学校教育施設

16.6%

子育て支援施設

2.1%

保険・福祉施設

3.8%
行政施設

6.0%
公営住宅

17.0%

公園

0.1%

その他

1.8%

供給処理施設

2.5%

上水道施設（建物）

1.0%

下水道施設（建物）

4.1%

温泉温水施設（建物）

4.7%

千客万来施設（建物）

23.8%

延床面積の内訳
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また「総合管理計画」では、現状の建物を維持すると仮定した場合の資産更新必要額

が試算されています。 

 

その試算結果は、図４のとおり 

 

今後４０年間の更新費用総額   ２３８．４億円 

年平均更新費用の額        ５．９億円 

 

となり、 

 

既存投資額に対する必要投資  

約２．０倍（直近２か年の平均投資額２．９億円） 

 

となっていくことが試算されています。 

 

図４ 資産更新必要額の推計 

（平成２９年３月策定 草津町公共施設等総合管理計画より） 
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（２） 教育施設の保有状況 

① 対象施設一覧 

本計画では、本町にある教育施設のうち、表１に掲載されている８施設を対象として

います。 

 

表１ 草津町内教育施設概要 

施設名称 
建築年 
（増築年） 

用途 構造 階数 床面積 

草津小学校 
S47/48 校舎 RC 3階 5,402 ㎡ 

S48 屋内運動場 S 2階 793 ㎡ 

草津中学校 

S54 校舎 RC 3階 3,813 ㎡ 

S54 技術室 S 1階 200 ㎡ 

S54 熱交換室 RC 1階 35 ㎡ 

学校給食センター S48（H8） 給食センター RC 1階 492 ㎡ 

学校教職員住宅（独身寮） H6 教職員寮 S 3階 495 ㎡ 

学校教職員住宅（世帯寮） S60 教職員寮 RC 2階 268 ㎡ 

町民屋内プール 

・草津中学校（屋内運動場） 
H4 

屋内温水プール 
ＳRC+S 

1・2階 1,867 ㎡ 

屋内運動場 3階 1,570 ㎡ 

草津町総合体育館 
S56 体育館・柔剣道場 ＳRC+S 3階 4,311 ㎡ 

H3 弓道場 W 1階 158 ㎡ 

草津町公民館 移管 H14 公民館 RC 2階 323 ㎡ 
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② 対象施設配置状況 

本計画における対象８施設の配置状況は、図５のとおりです。 

 
  図５ 対象施設配置位置図※１ 

 

※１:この地図は 

・ 総務省統計局「e-stat」 

（https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do） 

地図で見る統計（統計ＧＩＳ）、平成２７年国勢調査、小地域集計の境界データ 

・ 国土交通省国土政策局国土情報課「国土数値情報ダウンロードサービス」 

等高線：基盤地図情報（数値標高モデル） 

建物：基盤地図情報：建築物の外周線 

道路：基盤地図情報：道路縁 

より作成しています。 
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利用実績が低く、本計画の対象外施設となっている公民館前口分館の配置状況は、図

６のとおりです。 

 
図６ 対象外施設配置位置図※１ 
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（３） 教育施設の活用状況 

① 小・中学校 

 通学状況 

本町の行政区は、表２のとおりで、小・中学校は、一校ずつです。 

全国的な傾向同様、草津町も少子高齢化や施設の老朽化が進行しています。 

本計画での調査結果を基礎情報の一つとして、地域コミュニティと学校の関係を考

慮する中で、人口構造の変化にも配慮した今後のあり方や位置づけなどを考えていく

ことが重要になります。 

 

表２ 行政区と小・中学校 

行政区名称 小学校 中学校 

1  本町区 

草津小学校 草津中学校 

2  文京区 

3  新田区 

4  立町区 

5  仲町区 

6  泉水区 

7  滝下区 

8  東殿塚区 

9  西殿塚区 

10 地蔵区 

11 馬場区 

12 鈴蘭区 

13 前口区 

15 昭和区 

17 南本町区 

※この行政区番号は、住民基本台帳と突合している。 
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 児童・生徒数の変化 

本町の小学校児童数、及び中学校生徒数の推移は表３及び図８のとおりです。昭和

５５年を最多数として、減少傾向を示しています。また平成３０年度※２、平成３５年

（２０２３年）度※３の推計値も掲載しましたが、さらに減少が進む事が予測されます。 

 

表３ 小・中学校 児童・生徒数（各年５月１日現在）※１ 

年度 草津小学校 草津中学校 合計 

Ｓ４６ ７７０ ３７５ １，１４５ 

Ｓ５０ ９０６ ３６２ １，２６８ 

Ｓ５５ ９９７ ４５０ １，４４７ 

Ｓ６０ ７７１ ４８７ １，２５８ 

Ｈ １ ６０１ ３５０ ９５１ 

Ｈ ５ ５００ ２９８ ７９８ 

Ｈ１０ ３９１ ２０５ ５９６ 

Ｈ１５ ３４２ １８０ ５２２ 

Ｈ２０ ３７０ １６３ ５３３ 

Ｈ２５ ３０２ １８２ ４８４ 

Ｈ２８ ２４７ 157 ４０４ 

Ｈ２９ ２２２ １５０ ３７２ 

Ｈ３０ ２３８ １５５ ３９３ 

Ｈ３５（２０２３） ２３０ １１５ ３４５ 

 

 
図７ 小・中学校 児童・生徒数の推移 

 

※１:昭和４６年度から平成２９年度までの数値は、「学校基本調査」の数値による。 

※２:平成３０年度の推計については就学前幼児数調査（県教委調査）の数値による。 

※３:平成３５年（２０２３年）度の推計については最も幼少となる１歳児から３歳児までの出生平均

数から算出。 
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 学級数の変化 

本町学校施設の学級数は、図８のとおりです。草津小学校の学級数については、平

成２０年度までやや増加傾向にありましたが、平成２１年度以降は減少傾向に転じて

います。なお、１学級あたりの児童数は平成２３年度以降減少傾向にありましたが、

平成２９年度は学級数の減少に伴い増加しています。 

また、草津中学校の学級数は増減を繰り返しています。あわせて、１学級あたりの

生徒数も増減を繰り返しいます。 

 

 
図８ 小・中学校 学級数の推移 
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② 社会教育施設等の利用者数の推移 

社会教育施設等の過去５年間の利用者数の推移は、表４のようになっています。 

町民屋内プールの利用者数は毎年減少傾向にあって、５年間で７．７％減少していま

す。また、草津町総合体育館の過去５年間の利用者数の推移は、平成２７年度まで増加

傾向にありましたが、平成２８年度は減少しました。草津町公民館は増減を繰り返して

いますが、５年間では減少傾向にある状況です。 

 

表４ 社会教育施設の年度別利用者数の推移（単位：人） 

 町民屋内プール 草津町総合体育館 草津町公民館 

平成２４年度 １６，１９０ ３４，７１０ ６，９２４ 

平成２５年度 １５，９９２ ３４，６９１ ６，８５８ 

平成２６年度 １３，６１７ ３６，６０１ ７，１５９ 

平成２７年度 １２，４５３ ３８，００８ ６，３２２ 

平成２８年度 １２，３９２ ３１，８４０ ５，６２２ 

５年平均 １４，１２９ ３５，１７０ ６，５７７ 

 

③ 投資的経費等の推移 

直近５年間の投資的経費は、表５のように曲折がありますが、平成２６年度に草津小

学校屋内運動場の耐震補強・大規模改修工事があったことで、５年平均で９，５８９万

円となっています。 

維持管理費及び光熱水費、維持補修費は直近の５年平均では、１億４，５０２万円と

なっています。 

 

表５ 投資的経費等の推移（単位：千円） 

 
投資的経費 

（教育費分） 

維持管理費 

光熱水費 

維持補修費 

合   計 

平成２４年度 ６４，０５４ １５９，７８７ ２２３，８４１ 

平成２５年度 ２８，０８３ １５９，５６５ １８７，６４８ 

平成２６年度 ２２１，７６０ １３９，５３９ ３６１，２９９ 

平成２７年度 ７６，５８５ １３６，５９０ ２１３，１７５ 

平成２８年度 ８８，９６９ １２９，６２４ ２１８，５９３ 

５年平均 ９５，８９０ １４５，０２１ ２４０，９１１ 
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（４） 今後４０年間の維持・更新コスト 

① 条件設定 

従来行われてきた、建物に不具合が発生したら改修・補修を行う、いわゆる事後保全

によって今後も教育施設の維持管理を行う場合の条件設定は、表６のとおりです。なお、

建替時点の施設規模に変更はないものとします。また、建替工事は設計を含めて３年で

行うものとします。 

 

表６ 工事別単価表（事後保全の場合） 

工事種別 

部分改修・補修工事 

周期 

(年) 

単価（円） 

学校教育施設 
社会教育施設 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 

校舎等 屋内運動場 RC・S造 W造 

改築※ 60 363千円/㎡ 253千円/㎡ 440千円/㎡ 396千円/㎡ 220千円/㎡ 
       

解体 60 20千円/㎡ 20千円/㎡ 20千円/㎡ 20千円/㎡ 18千円/㎡ 
       

主
要
部
の
仕
上
げ 

屋根・防水※ 15 17.1千円/㎡ 17.1千円/㎡ 17.1千円/㎡ 17.1千円/㎡ 17.1千円/㎡ 

外壁※ 15 21.4千円/㎡ 21.4千円/㎡ 21.4千円/㎡ 21.4千円/㎡ 21.4千円/㎡ 

内壁・天井 

・床 
10 10.4千円/㎡ 13.0千円/㎡ 10.4千円/㎡ 13.0千円/㎡ 10.4千円/㎡ 

外部建具※ 10 15.7千円/㎡ 15.7千円/㎡ 15.7千円/㎡ 15.7千円/㎡ 15.7千円/㎡ 

内部建具 10 2.6千円/㎡ 1.3千円/㎡ 2.6千円/㎡ 2.6千円/㎡ 2.6千円/㎡ 

電
気
設
備 

電灯・電話設備 10 2.6千円/㎡ 3.9千円/㎡ 3.9千円/㎡ 3.9千円/㎡ 2.6千円/㎡ 

受変電設備 15 6,500千円/ｹ所 - 6,500千円/ｹ所 6,500千円/ｹ所 - 

動力設備 15 3.3千円/㎡ 2.6千円/㎡ 3.3千円/㎡ 3.3千円/㎡ - 

非常用照明 

・火災報知設備 
10 3.9千円/㎡ 2.6千円/㎡ 3.9千円/㎡ 3.9千円/㎡ - 

その他設備 10 1.3千円/㎡ 1.3千円/㎡ 1.3千円/㎡ 1.3千円/㎡ 1.3千円/㎡ 

機
械
設
備 

空気調和・換

気・排煙設備 
10 9.1千円/㎡ 9.1千円/㎡ 9.1千円/㎡ 9.1千円/㎡ 9.1千円/㎡ 

給排水・衛生・

給湯設備 
20 8.5千円/㎡ 5.2千円/㎡ 8.5千円/㎡ 8.5千円/㎡ 5.2千円/㎡ 

消火設備 15 2.6千円/㎡ 1.3千円/㎡ 2.6千円/㎡ 2.6千円/㎡ - 

※：単価は教育系施設個別施設計画の先進事例を参考としていますが、本町の環境要素を考慮し、

改築工事及び主要部の仕上げのうち外部の単価については、工事費に割増係数として 1.1 を乗

じています。 
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② 事後保全による維持・更新シミュレーション 

今後、事後保全により、本計画の対象施設を維持管理していくと想定した場合、経費

のシミュレーション期間である２０１８年から２０５７年までの４０年間に必要とされ

る費用は、図９のとおりです。 

 

 
図９ 事後保全による維持・更新シミュレーション 
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３ 期待耐用年数と維持管理レベル 

（１） 期待耐用年数の設定 

① 期待耐用年数の設定方法 

本計画においての目標耐用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学

会編）を参考とし、鉄筋コンクリート造及び鉄骨造ともに、対象施設が普通品質の仕様

であるので、概ね６０年の耐用年数としています。構造別に図１０のフローのように期

待耐用年数を定めますが、両構造における品質による期待耐用年数の範囲は、普通品質

の場合が５０年から８０年とされているので、本計画では長寿命化改修が可能なものに

ついては８０年とし、それ以外は６０年を採用することとします。 

なお、「現存率」とは老朽度の目安となるものですが、施設全体としての新築時に対す

る現存の価値の割合を示す数値です。本計画では、「草津町教育施設の劣化損傷等状況調

査報告書」の「現存率調査票」によって確認します。 

 

 

図１０ 長寿命化改修工事適否判定フローによる期待耐用年数 

※１:コンクリート中性化深さの理論値は次式によります。（ＪＡＳＳ ５ ２０１５） 

※２:要調査物件については、鉄筋の被り厚さ･腐食状況診断、超音波探傷検査等を行い、再判定をしま

す。ただし、長期保全計画費用においては補強を前提に耐用年数を８０年以上として算定します。 

※３:震度６強程度の地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないことを目安に、

昭和５６年の建築基準法改正に伴い、導入された耐震基準のこと。  

適 要調査※２ 不適 

鉄筋コンクリート（ＲＣ）造 鉄骨（Ｓ）造・木（Ｗ）造 

耐震性能※３ 耐震性能 

現存率 現存率 現存率 現存率 

コンクリート 

平均圧縮強度 

(N/mm2) 

コンクリート 

中性化深さ※１ 

(mm) 

80年以上 

60～80年 

60年未満 60年未満 

60～80年 

80年以上 

新耐震 

新耐震 

または 

耐震補強済み 

70以上 

旧耐震 

50以上 

70未満 

70以上 70以上 

50 

未満 50未満 

13.5以上 

30未満 

13.5未満 

30以上 

70 

未満 
70 

未満 

50以上 

70未満 

適 要調査※２ 

 
不適 

旧耐震 

コンクリート中性化深さの理論値Ｃ（ｍｍ）は 
 Ｃ＝Ａ×√ｔ  

ただし、Ａ：中性化係数（Ａ＝３０/√６０＝３．８７） 
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② 教育施設の期待耐用年数一覧 

図１０の設定基準による期待耐用年数は、本計画の対象施設ごとにみると表７のよう

になります。 

なお、要調査となった施設は３年以内に詳細調査を実施します。詳細調査の結果、大

規模改修工事実施方針の施設となるか、長寿命化改修可能な施設となるかが判定されま

すので、調査後にリストに反映します。また、適となった施設は、長寿命化改修工事実

施方針の施設となります。 

 

表７ 教育施設の期待耐用年数判定結果一覧表 
  建 築 情 報 耐 震 性 能 

平

均

圧

縮

強

度 

（
Ｎ
／
ｍ
ｍ
２
） 

最
大
中
性
化
深
さ 

（
ｍ
ｍ
） 

比

較 

中

性

化

理

論

値 

構

造

現

存

率 

判

定 

期

待

耐

用

年

数 

施

設

名 

棟 

建
築
年 

構

造 

経

年 

耐

震

基

準 

診

断

年 

補

強

年 

Ｉ

Ｓ

値 

（
増
築
年
） 

草津小学校 

普通教室棟 S47 RC 45 旧 H20 H22 0.83 19.3 30 > 25.98 50 要調査 60～80 

管理教室棟 S48 RC 44 旧 H20  0.82 18.8 0 < 25.69 50 要調査 60～80 

特別教室棟 S48 RC 44 旧 H20 H22 0.85 18.8 56 > 25.69 50 要調査 60～80 

屋内運動場 S48 S 44 旧 H20 H26 0.72     80 適 80 以上 

草津中学校 

校舎 S54 RC 38 旧 H20 H22 0.76 28.6 0 < 23.87 50 要調査 60～80 

技術室 S54 S 38 旧 H20 H27 0.96     83 適 80 以上 

熱交換器室 S54 RC 38 旧        60 要調査 60～80 

学校給食センター 給食センター 
S48 

(H8) 
RC 44 旧 H22  1.27 25.7 16 < 24.69 60 要調査 60～80 

学校教職員住宅 

(独身寮) 
教職員寮 H6 S 23 新        80 適 80 以上 

学校教職員住宅 

(世帯寮) 
教職員寮 S60 RC 32 新    32.4 3 < 21.91 60 要調査 60～80 

町民屋内ﾌﾟｰﾙ・草津

中学校(屋内運動場) 

屋内プール・ 

屋内運動場 
H4 

SRC 

+S 
25 新    39.2 3 < 19.36 83 適 80 以上 

草津町総合体育館 

体育館・ 

柔剣道場 
S56 SRC 36 旧 H23  0.88 25.7 11 < 23.24 60 要調査 60～80 

弓道場 H3 W 26 新        60 要調査 60～80 

草津町公民館 公民館 H14 RC 15 新    38.4 4.5 < 15.00 67.5 要調査 60～80 

 
※判定の考え方 
《ＲＣ造の場合》 
【 適 】新耐震基準で現存率 70以上の建物 

旧耐震基準で耐震診断時のコンクリート平均圧縮強度が 13.5Ｎ/㎟以上及び 
コンクリート中性化深さが 30ｍｍ未満且つ理論値（前頁※１参照）未満で 
現存率 70以上の建物 

【要調査】新耐震基準、旧耐震基準共に、現存率が 50以上 70未満の建物 
【不 適】新耐震基準、旧耐震基準共に、現存率が 50未満の建物 
 
《Ｓ造・Ｗ造の場合》 
【 適 】新耐震基準で現存率 70以上の建物、旧耐震基準で耐震補強済且つ現存率 70以上 

の建物 
【要調査】新耐震基準、旧耐震基準共に、現存率が 50以上 70未満の建物 
【不 適】新耐震基準、旧耐震基準共に、現存率が 50未満の建物  
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（２） 教育施設の維持管理レベル 

教育施設全てにおいて、これまで建築基準法第１２条に基づく「定期報告」が実施さ

れて来ました。平成２８年の建築基準法改正により、本町では定期報告義務がなくなり

ましたが、施設の適正な維持保全に必要であるため、今後も点検調査項目が大きく重複

する「定期報告」と「劣化度調査」をあわせて、２年に一度行っていく予定です。改善事

項がある施設もありますので、予算措置の基礎としていきます。 

 

① 改修周期の設定 

本計画における改修周期は、大規模改修を２０年周期、長寿命化改修を４０年周期と

設定しています。また建替は、大規模改修採用時は６０年周期、長寿命化改修採用時は

８０年周期を設定しています。 

 

② 長寿命化改修周期及び改修レベルの設定 

本町の教育施設は、これまで不具合や故障が生じてから対応する事後保全が主でした。

そして新築時が最も良い状態として、経年劣化による老朽化によって築５０年程度で建

替を行う想定で検討を行って来ました。 

これからは、適切な周期で屋根改修や外壁補修等を進めていくことで、中間年で新築

時の水準を超える長寿命化改修などを行い、建物本来の寿命である構造躯体の耐用年数

である８０年まで使用することを目標として、ライフサイクルコストの低減を図ります。 

なお、改修内容のレベル設定は、図１１を基準とします。 

 

図１１ 長寿命化改修レベル及び大規模改修レベル  

主 要 部 の 
仕 上 げ 
（建築） 

電 気 設 備 

機 械 設 備 

屋 根 

外 壁 

内壁・天井・床 

外 部 建 具 

受変電設備 

電 灯 設 備 
 

給排水・衛生
設 備 

空 調 設 備 

断熱シート防水 
シート防水 

塗 膜 防 水 

ガルバリウム鋼板 

外壁高耐久塗装 

中性化対策等 
外 壁 塗 装 

断熱サッシ 

複層ガラス 
普通ガラス 

全面撤去更新 

木質化推進 床 補 修 

壁天井塗り替え 

更 新 

器具・配線更新 

長寿命化改修レベル 大規模改修レベル 

機器・配管更新 

器 具 更 新 

機器更新 

機器・配管更新 機器更新 



 

22 

 

４ 教育施設の老朽化状況の把握 

（１） 現存率調査の実施 

① 調査対象施設 

本計画の調査対象施設は表１のとおりですが、教育施設のうち学校は、校舎、体育館

を対象とします。なお、草津小学校は、図１２のように現存率調査を行う上で校舎を普

通教室棟、管理教室棟、特別教室棟の３棟に区分しています。 

図１２ 現存率劣化調査のための草津小学校校舎棟分け 
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② 現存率調査項目及び調査シート概要 

現存率調査項目は、構造、建築、電気設備、機械設備の調査細目は、表８のとおりで

す。 

表内の１６項目について調査を行っていますが、現存率算出に採用しているのは、そ

の中でも施設の寿命に特に影響を与える７項目のみです。それ以外の項目は寿命自体に

は大きな影響はないものの、施設の陳腐化等を招き、特に劣化が大きく進んだ場合には

安全性にも影響する場合もある項目として、同時に調査を行っています。 

 

表８ 現存率調査における調査項目 

  

区 分 構   成 
現存率算出 

への採用 

構造 躯体 ３０ ○（採用） 

主要部の 

仕上げ 

屋根・防水 ２５ ○（採用） 

外壁 ２５ ○（採用） 

壁・天井・床 １０ ○（採用） 

外部建具  調査のみ 

内部建具  調査のみ 

電気設備 

電灯・電話設備 １５ ○（採用） 

受変電設備  調査のみ 

動力設備  調査のみ 

非常用照明・火災報知設備  調査のみ 

その他設備  調査のみ 

機械設備 

空気調和・換気・排煙設備 １５ ○（採用） 

給排水・衛生・給湯設備 １０ ○（採用） 

消火設備  調査のみ 
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また、調査シートは図１３のとおりです。該当施設の概要を記載するとともに、劣化

損傷状況及び調査状況を示し、現存率で劣化のレベルを評価しています。 

なお現存率調査結果による現存率の評価基準は、表９のとおり、「概ね良好」のＡ評価

から「劣化度が大きく安全上・機能上問題であるため対応が必要」のＤ評価の４ランク

分けとしています。 

 

表９ 現存率調査結果からの評価基準 

評価 劣化状況 現存率 評点基準 

Ａ 概ね良好 ８０点以上 

Ｂ 
部分的に劣化等が見られるが 

安全上･機能上問題なし 
６０点以上８０点未満 

Ｃ 
広範囲に劣化等が見られ、 

安全上･機能上低下している 
４０点以上６０点未満 

Ｄ 
劣化度が大きく安全上･機能上 

問題であるため対応が必要 
４０点未満 
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図１３ 調査シート（建築物現存率調査票） 

Ａ:調査項目の構成と項目の配点 

Ｂ：現存率評価結果の表示欄 

  

施設名称 平成 29 年 8 月 7 日

建物名称

所在地 －

建築年度 建築面積 604.00 ㎡

構造・階数 延面積 1,208 ㎡

①

②

③

④

⑤

区分
経過
年数

（ＰＫ）

1500.0

3292.5

750.0

1350.0

130 6892.5 53.02

100 5392.5 53.93

46

46

46

46

46

8

構成計　Σ Ｐ

構造除く構成計　Σ Ｐ

総合現存率　合計

構造を除く現存率　合計

53

54

100.00

- -

エレベーター 0.0 - -

-

消火設備

75.0ＬＰガス

80.0

600.0 -

機械設備

空気調和・換気・排
煙設備

15 不具合有

小計

750.0

個別暖房機

給排水・衛生・給湯
設備

10 Ｈ２１にトイレ改修

60.0

40.0

- -

小計 50.00

ＴＶ共同受信

非常用照明・火災報
知設備

80.0 - -火災報知設備

- -

動力設備 0.0 - -

自家発電設備 0.0

50.0 750.0 -

受変電設備 0.0

蛍光灯

- -

-

小計 54.88

木製

電気設備

電灯・電話設備 15 劣化有

その他設備

1625.0 -

内部建具 引き具合が悪し

アルミサッシ

60.0 -

概ね問題無し 66.7 -

10 劣化見受けられる 50.0ビニール床タイル等 500.0 -

-

46

46

小計 50.00

鉄筋コンクリート

亜鉛鉄板葺き 46.7 1167.5 -

1500.0

4625 雨漏り跡

外部建具

内壁・天井・床

外壁 25 吹き付けタイル 11 一部クラック

種類 現象（Ｋ）×１００ Σ ＰＫ／Σ Ｐ

構造

躯体 30 各所にクラック 50.046 -

髙橋康夫

大字草津3－1 棟番・枝番

改修計画ランクの考え方（現存状況より考察）
■築後20年未満であることから、計画的に改修工事を実施すれば、耐用年数を100年程度とできるもの。

→想定耐用年数　100年

65.0

主要部の仕上
げ

屋根・防水

構成（Ｐ）

調査者

想定耐用年数
65年

0 0

■築後20年以上40年未満で、現状の劣化状況を勘案した場合、計画的に改修工事を実施すれば、耐用年数を100年程度とできるもの。

→想定耐用年数　100年

53
■築後40年以上で、現状の劣化状況を勘案した場合、改修工事を実施すれば、耐用年数を65年程度とできるもの。

→想定耐用年数　65年
■築後20年以上40年未満で、現状の劣化状況を勘案した場合、計画的に改修工事を実施しても、耐用年数は65年程度であるもの。

→想定耐用年数　65年
■築後40年以上で、現状の劣化状況を勘案した場合、改修工事を実施しても、耐用年数は50年程度であるもの。（事後保全延命処置）

→想定耐用年数　50年

③

建築物現存率調査票
草津小学校 調査年月

PCパイル
RC造・2階

総合現存率
改修計画
ランク

昭和47年
杭種類等

普通教室棟

Ａ Ｂ 
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③ 現存率調査結果 

現存率調査結果を棟別にみると、Ａ評価が平成２６年度に耐震補強及び大規模改修工

事を実施した草津小学校体育館のみで、他の施設は、Ｂ・Ｃランクとなっており、「広範

囲に劣化等が見られ、安全上･機能上低下している」とみられる施設が多いことがわかり

ます。 

 

表１０ 現存率調査結果 
 建 築 情 報 耐 震 性 能 

平

均

圧

縮

強

度 

(

Ｎ
／
ｍ
ｍ
２
） 

最

大

中

性

化

深

さ 

（
ｍ
ｍ
） 

比

較 

中

性

化

理

論

値 

総

合

現

存

率 

評

価 

施

設

名 

棟 

建
築
年 構

造 

経

年 

耐

震

基

準 

診

断

年 

補

強

年 

Ⅰ

Ｓ

値 

（
増
築
年
） 

草津小学校 

普通教室棟 S4７ RC 46 旧 H20 H21 0.83 19.3 30 > 25.23 53 Ｃ 

管理教室棟 S48 RC 45 旧 H20  0.82 18.8 0 < 24.95 56 Ｃ 

特別教室棟 S48 RC 45 旧 H20 H21 0.85 18.8 56 > 24.95 54 Ｃ 

屋内運動場 S48 S 45 旧 H20 H25 0.72     84 Ａ 

草津中学校 

校舎 S54 RC 39 旧 H20 H21 0.76 28.6 0 < 23.23 50 Ｃ 

技術室 S54 S 39 旧 H20 H26 0.96     83 Ａ  

熱交換器室 S54 RC 39 旧        60 Ｂ 

学校給食センター 給食センター 
S48 

(H8) 
RC 45 旧 H22  1.27 25.7 16 < 24.95 61 Ｂ 

学校教職員住宅 

(独身寮) 
教職員寮 H6 S 24 新        63 Ｂ 

学校教職員住宅 

(世帯寮) 
教職員寮 S60 RC 33 新    32.4 3 < 21.37 51 Ｃ 

町民屋内ﾌﾟｰﾙ・ 

草津中学校(屋内運動場) 

屋内プール・ 

屋内運動場 
H4 

RC・ 

S 
26 新    39.2 3 < 18.97 67 Ｂ 

草津町総合体育館 

体育館・ 

柔剣道場 
S56 

RC・ 

S 
37 旧 H23 H23 0.88 25.7 11 < 22.63 60 Ｂ 

弓道場 H3 W 27 新        58 Ｃ 

草津町公民館 公民館 H14 RC 16 新    38.4 4.5 < 14.88 68 Ｂ 
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（２） 現存率による保全優先度の把握 

① 保全優先度の評価 

保全優先度の決定は、現存率に基づき判断しており、総合評価（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）別に

以下の基準としています。 

 

・ 総合評価が同一の場合は、現存率が低い順に掲載します。 

・ 同一総合評価、かつ同一現存率の中で、個別の調査項目（構造１項目、建築３項目、

電気１項目、機械２項目）のＤ評価個数が多い施設がより上位とします。 

・ 同一総合評価、同一現存率、Ｄ評価個数も同数の場合には、表１０の「現存率調査

結果」の掲載順に従います。 

 

② 教育施設の保全優先度一覧 

保全優先度は、表１１、１２、１３のようになります。 

本町では、今後この結果を参考にして、現存率の低い施設から優先的に整備の検討を

行うこととします。 

 

 総合評価Ｄ:保全優先度順位リスト 

現存率調査によってＤ評価となった施設は、調査上「劣化度が大きく安全上･機能上

問題であるため対応が必要」であると判定されるものです。 

本計画で実施した現存率調査結果では、表１０に示すように対象施設内に総合評価

Ｄとなる施設はありませんでした。 

なお、総合評価Ｄとなった施設があった場合には、安全上の問題等から、最優先で

対応を行うこととします。 
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 総合評価Ｃ:保全優先度順位リスト 

現存率調査によってＣ評価となった施設は、調査上「広範囲に劣化等が見られ、安

全上･機能上低下している」と判定されるものです。現存率調査結果では、対象施設内

に総合評価Ｃとなる施設は４施設６棟ありました。 

総合評価Ｃとなった施設は、優先的に対応する必要がありますが、すべての施設に

一斉に対応することは難しいため、表１１のように現存率が低い順に掲載しています。 

 

表１１ 総合評価Ｃ:現存率調査による保全優先度一覧表 

順

位 

建 物 情 報 構造 建 築 電気 機 械 評 価 

施

設

名 

棟

名 

建
築
年 

構

造 

経

年 

躯

体 

屋

根 

外

壁 

内

装 

電

灯 

空

調 

給

排

水 

構

造

除

く

現

存

率 

総

合

現

存

率 

総

合 

（
増
築
年
） 

1 草津中学校 校舎 S54 RC 39 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 50 Ｃ 

2 
学校教職員住宅 

(世帯寮)※ 
教職員寮 S60 RC 33 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ - - - Ｃ 51 Ｃ 

3 草津小学校 普通教室棟 S47 RC 46 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 53 Ｃ 

4 草津小学校 特別教室棟 S48 RC 45 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 54 Ｃ 

5 草津小学校 管理教室棟 S48 RC 45 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 56 Ｃ 

6 

 
草津町総合体育館 弓道場 H3 W 27 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 58 Ｃ 

※ 順位２の学校教職員住宅（世帯寮）は現在使用されておらず、方向性が定まってからの対応予定

とします。 
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 総合評価Ｂ:保全優先度順位リスト 

現存率調査によってＢ評価となった施設は、調査上「部分的に劣化等が見られるが、

安全上･機能上問題なし」と判定されるものです。平成２９年度に行われた現存率調査

結果では、対象施設内に総合評価Ｂとなる施設は６施設６棟ありました。 

総合評価Ｂとなった施設には緊急性が高い劣化はあまりないと判断されますが、総

合評価Ｂであっても個別の調査項目に低い評価がある場合もあるので、要注意です。 

表１２のように現存率が低い順に掲載しています。 

 

表１２ 総合評価Ｂ:現存率調査による保全優先度一覧表 

順

位 

建 物 情 報 構造 建 築 電気 機 械 評 価 

施

設

名 

棟

名 

建
築
年 

構

造 

経

年 

躯

体 

屋

根 

外

壁 

内

装 
電

灯 

空

調 

給

排

水 

構

造

除

く

現

存

率 

総

合

現

存

率 

総

合 

（
増
築
年
） 

1 草津中学校 熱交換器室 S54 RC 39 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ - - Ｂ 60 Ｂ 

2 草津町総合体育館 
体育館・ 

柔剣道場 
S56 SRC 37 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 60 Ｂ 

3 学校給食センター 給食センター 
S48 

(H8) 
RC 45 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ 61 Ｂ 

4 
学校教職員住宅 

(独身寮) 
教職員寮 H6 S 24 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 64 Ｂ 

5 
町民屋内プール・ 

草津中学校(屋内運動場) 

屋内ﾌﾟｰﾙ・ 

屋内運動場 
H4 

SRC+ 

S 
26 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 67 Ｂ 

6 草津町公民館 公民館 H14 RC 16 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ 68 Ｂ 
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 総合評価Ａ:保全優先度順位リスト 

現存率調査によってＡ評価となった施設は、調査上「概ね良好」と判定されるもの

です。 

平成２９年度に行われた現存率調査結果では、対象施設内に総合評価Ａとなる施設

は２施設２棟ありました。 

総合評価Ａとなった施設は、良好な状態が保たれている施設となりますので、この

状態を可能な限り長く保てるよう管理していくことが求められます。 

総合評価Ａに該当するのは、表１３のとおり、平成２６年度に耐震補強と併せて大

規模改修を行った草津小学校屋内運動場と平成２７年度に大規模改修を行った草津中

学校技術室でありました。 

 

表１３ 総合評価Ａ:現存率調査による保全優先度一覧表 

順

位 

建 物 情 報 構造 建 築 電気 機 械 評 価 

施

設

名 

棟

名 

建
築
年 

構

造 

経

年 

躯

体 

屋

根 
外

壁 

内

装 

電

灯 

空

調 

給

排

水 

構

造

除

く

現

存

率 

総

合

現

存

率 

総

合 

（
増
築
年
） 

1 草津小学校 屋内運動場 S48 S 45 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ - Ａ 84 Ａ 

2 草津中学校 技術室 S54 S 39 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｃ Ａ Ａ 83 Ａ 
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（３） 長寿命化及び大規模改修の進め方 

大規模改修工事を定期的に行い、期待耐用年数６０年まで使用する場合と、長寿命化

改修工事を行い、期待耐用年数８０年までを使用する場合が設定されます。 

① 条件設定 

 大規模改修の場合 

耐用年数を６０年とし、２０年周期で大規模改修工事を行います。なお、期間中に

耐用年数に達した場合は、施設規模は同じままで改築（建替）を行うこととします。 

 

 長寿命化改修の場合 

耐用年数を８０年とし、４０年周期で、長寿命化改修を実施します。なお、通常の大

規模改修は長寿命化改修工事の２０年後に行います。 

また、大規模改修同様、期間中に耐用年数に達した場合は、施設規模は同じままで

改築（建替）を行うこととします。 

 

 期待耐用年数の場合 

期待耐用年数に従って対象施設の維持管理方針を決定し、長寿命化改修または大規

模改修を適用する場合です。設定条件は、それぞれ大規模改修の場合、および長寿命

化改修の場合と同様です。 

なお、期待耐用年数が「要調査」であり、現段階では大規模改修を適用させた施設で

は、今後、詳細調査を実施して長寿命化改修が適応可能であれば、適宜計画を変更し

ていくこととします。 

 

表１４ 工事別単価表（長寿命化及び大規模改修の場合） 

工事種別 

／部分改修・補修工事 

周期

(年) 

単価（円） 

学校教育施設 
社会教育施設 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 

校 舎 等 屋内運動場 RC・S造 W造 

改 築 （ 長 寿 命 化 ） 80 363千円/㎡ 253千円/㎡ 440千円/㎡ 396千円/㎡ 220千円/㎡ 

改築（大規模改修） 60 363千円/㎡ 253千円/㎡ 440千円/㎡ 396千円/㎡ 220千円/㎡ 
  

長 寿 命 化 改 修 40 187千円/㎡ 171千円/㎡ 187千円/㎡ 187千円/㎡ 171千円/㎡ 

大 規 模 改 修 20 107千円/㎡ 97千円/㎡ 107千円/㎡ 107千円/㎡ 97千円/㎡ 
  

解 体 40 20千円/㎡ 20千円/㎡ 20千円/㎡ 20千円/㎡ 18千円/㎡ 

※：単価は教育系施設個別施設計画の先進事例を参考としていますが、本町の環境要素を考慮し、

解体以外の工事費に割増係数として 1.1を乗じています。 
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② 大規模改修シミュレーション結果 

大規模改修によって対象施設を維持管理していくと仮定した場合、コスト試算期間で

ある４０年間に必要となると試算される費用は、図１４のようになります。 

累計では約１０６億２，５００万円になり、１年間で最も費用が掛るのは、２０４１

年で約１０億８，７００万円、４０年間の年平均では約２億６，５００万円になると試

算されます。 

 

 
図１４ 大規模改修によるシミュレーション（４０年） 
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③ 長寿命化改修シミュレーション結果 

長寿命化改修によって対象施設を維持管理していくと仮定した場合、コスト試算期間

である４０年間に必要となると試算される費用は、図１５のようになります。 

累計では約５４億３，５００万円になり、１年間で最も費用が掛るのは、２０５３年

と２０５４年で約８億９００万円、４０年間の年平均では約１億３，５００万円になる

と試算されます。 

 

 
図１５ 長寿命化改修によるシミュレーション（４０年） 
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④ 期待耐用年数によるシミュレーション結果 

期待耐用年数によって対象施設を維持管理していくと方針を決めた場合、コスト試算

期間である４０年間に必要となると試算される費用は、図１６のようになります。 

長寿命化改修の効果があり、累計では約９５億円になり、大規模改修より費用が減額

となっていて、年平均では約２億３，７００万円となると試算されます。 

 

 

 
図１６ 期待耐用年数によるシミュレーション（４０年） 
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⑤ 長寿命化工事及び大規模改修工事の想定効果 

屋根防水等の部位・部材は、経年等により劣化が進みますが、このことは、機能劣化と

いわれています。 

施設の長寿命化においては、、それぞれの材料等の耐用年数に応じた適切な時期に改修

措置を講じて、必要な機能を確保することが必要です。 

また、社会のニーズにより、施設に求められる要求性能は高まっています。 

施設を長寿命化するためには、一定の水準を確保することが重要です。 

機能劣化が生じた時、概ね竣工後２０年程度で、大規模改修を実施して、機能回復を

図り、竣工後４０年目には、長寿命化改修を施し、要求性能を引き上げることとします。

現存率の高さにより想定期待耐用年数が８０年の場合には、６０年目で再度大規模改修

を実施し、想定期待耐用年数まで使いことを目指すことが可能です。 

 

 
図１７ 長寿命化工事及び大規模改修工事の想定効果 
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（４） 改修レベルによるシミュレーション結果の比較 

改修レベルによる「事後保全」、「大規模改修」、「長寿命化改修」をコスト試算期間の

４０年間で比較すると、図１８のとおり、当初を除き２０３２年までは長寿命化改修が

最も経費が掛かり、その後１０年間は大規模改修が最も経費が掛かりますが、２０４３

年からは、事後保全の経費が最も掛かると試算されます。 

このことから、４０年間においては、事後保全の約１１０億７，４００万円を１００

とした場合、長寿命化改修は約４９％、大規模改修は、約９６％となり、長寿命化改修

が費用削減には有効であることが分かります。 

 

 
図１８ 事後保全改修と大規模改修、長寿命化改修のシミュレーション比較 
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（５） 直近５年間の整備計画概要 

直近５年間（平成３０（２０１８）年度から平成３４（２０２２）年度）間の計画は、

表１５に示す整備方針に従って順次整備等を検討します。 

ただし、期待耐用年数で「要調査」となった施設を詳細調査した結果や、教育施設のあ

り方を検討した内容などを受けて、改修工事等の順序や内容を変更することで、さらな

る費用削減の検討をしながらも、教育施設としてのあるべき姿が実現できるように、計

画の再検討を行うこととします。 

 

表１５ 直近５年間の整備方針 

工事等内容 実施期間/周期 注釈 

長寿命化改修 
長寿命化改修 

工事 
教育施設 2年で 1件 

・詳細調査によって、実施

順序や時期が再検討にな

る場合がある 

・学校校舎を優先とする 

・計画期間を検討するた

め、当面は 2年送りとする 

・実施検討時、同施設内で

他に対応施設がある場合

は、同時期での検討を行う 

大規模改修 大規模改修工事 教育施設 2年で 1件 

・ただし、長寿命化工事と

の工期調整を行う 

・学校校舎を優先とする 

調査 計画反映 

劣化度調査 3年に 1回 定期報告に合わせて実施 

詳細調査 
3年以内に実

施 
鉄筋探査等 

部位改修 

Ｃ下位・Ｄ評価

改修 

屋根・防水 年 1件 ・ただし、長寿命化改修工

事や大規模改修工事の実

施状況により増減する 
外壁 年 1件 

施策対応 

電灯設備 2年で 1件 - 

空気調和設備 2年で 1件 - 

給排水衛生設備 2年で 1件 - 

経常修繕費 
年 50,000 

千円 
- 
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（６） 直近５年間の整備計画概要 

直近５年間の予算配分概要は、図１９のようになりますが、常に見直しを図り、更新

していくこととします。 

 

 

 
図１９ 直近５年間の整備計画予算配分 
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５ 個別施設計画への展開 

（１） 教育施設のあり方 

教育施設のうち、学校施設は、小・中学校一つずつであり、本計画では、学校施設の建

物の耐久性と機能性の検討を行います。 

さらに、少子化を受けて、建物の耐久性とのバランスも考慮し、既存施設改修時に受

けた起債の償還年を考慮しながら、建替え時期には、町の特色を発揮し得る「小中一貫

教育」も考慮することとなります。 

他の施設においては、利用者のニーズとの関連もあり、耐久性と用途の必要性の検討

を行います。特に、町外の利用も多い、総合体育館については、長寿命化を考慮しなが

ら、建替えに向けて準備する必要があります。 

また、設備関係については、小・中学校の暖房機が、老朽化しており、暖房方法の改善も

早期に検討を行います。 

（２） 教育施設の方向性 

本町の特徴や現状を踏まえながら、今後は『「まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」

「総合戦略」』と連動し、教育施設としての方向性を検討していきます。 

方法としては、アンケートの実施やワークショップ等を行い、町民に開かれた施設と

することとします。 

また、少子化を受けて、教育施設における子育て支援も重要な課題となります。 

① 学校施設 

児童・生徒数の減少傾向により、空教室が増える傾向にあります。 

空教室については、それぞれの施設で利活用を行うことは勿論のこと、子育て支援 

にも活用できる方向性を検討します。 

② 社会教育施設 

公民館においては、生涯学習活動を中心とした施設利用が行われますが、活動内 

容は、多岐にわたっているので、機能性を高めた施設環境づくりを検討します。 
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６ 長寿命化の基本的な方針 

本町の教育施設を整備していくにあたり、少子化と施設老朽化が大きな課題となりま

す。 

これを背景として、本計画は策定されることとなりますが、これには、教育施設の再

編について検討を行うことと、中長期的な維持管理を行うための見通しを立てることが

必要となります。 

今後は以下の２つの視点を基軸として、図２１に示すように長寿命化の必要性とその

効果を常に見直しながら、利用者である児童・生徒のための学校、そして地域住民のた

めの教育施設のあり方について、検討を行います。 

（１） 教育施設のあり方を検討する 

再編を含んだ教育施設については、本計画では公共施設の問題及び本町の課題として

とらえることで、住民のための公共施設のあり方、教育施設のあり方という視点から検

討します。人口や高齢化状況、立地条件や歴史・文化・観光といった特性だけでなく、他

の公共施設の保有量や老朽化の状況をも加味して、今後の教育施設のあり方を検討する

こととします。 

 

（２） 中長期的な維持管理を継続する 

中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化のためには、定

期的な施設情報の更新と、これによる中長期的視点による計画の更新・見直しが必要と

なります。 

本町では、定期的な現状把握の手法として、施設ごとの「劣化度調査」を３年ごとに実

施し、これをもとに中長期的な視点として「長期保全計画表」を作成します。そして「長

期保全計画表」をもとに教育施設の整備基本方針を検討します。 

さらに、このサイクルを常に適正レベルに保ち続けることができるように、対応する

こととします。 

 

（３）教育施設の改善のための基本的な方針 

教育施設の改善を行う上で、図２１に示すように現状の課題を把握しながら、整備 

の方針を定めます。 
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図２１ 学校施設の改善のための基本的な方針 
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町の資産をマネジメントする 

中長期的な維持管理を継続する 町内における教育施設のあり方を検討する 

維持管理コ

ストの 

平準化・ 

削減 

町民目線で 

教育施設の 

あり方を 

考える 

基準の作

成・見直し 

定期調査や 

詳細調査の

適正実施 

町内の特性 

（人口、都

市計画 観光

等） 

に配慮 

 

町内にある 

他の公共施

設の状況も

加味する 

 

整備の方針 

対応可能な基準の 

作成 

★環境に配慮した基準 

の作成 

★画一的な基準としな 

い 

民間系の資金等を 

活用 

★ＰＰＰ・ＰＦＩの 

活用 

★サウンディング調査

実施 

適正規模の 

検討 

★町民一人あたりの施

設占有面積の適正化

を図り複合化や建替

時の適正規模化 

情報管理の一元化 

確立 

★所管課が管理してい

る情報を一元的に管

理する 

年度によって 

投資的経費が上下 

草津町の基準が

未整備 
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７ 個別施設計画の継続的運用のために 

（１） 情報基盤の整備と活用 

総合管理計画と連動して、教育施設だけに留まらず各所管施設の情報共有化を図り、

施設の基本情報、光熱水費をはじめとする運営費、改修・補修等の工事履歴や劣化情報

等の一元管理を検討していきます。 

 

（２） 推進体制の整備 

本計画を推進するには、教育施設が様々な機能を担っていることや、その利用者も児

童・生徒、教職員のほか、保護者、地域住民等多岐にわたっていることを踏まえ、従前の

不具合が発生したら直す「事後保全」から「予防保全」へシフトし、施設の機能を常に良

好な状態に保つことが重要となります。 

そこで、教育施設の所管課である教育委員会事務局を中心に、本計画を含む教育施設

マネジメントを行っていきますが、必要に応じて教育施設整備検討委員会を設立して、

全庁的な体制を構築します。 

また、総合管理計画においては、町長をトップに公共施設マネジメント検討委員会を

介して施設所管課が、施設に関する施設類型別の基本方針や目標の検討、進捗管理を行

うこととしています。 

 

（３） フォローアップ 

本計画は、教育施設の改修や建替の優先順位を設定するものです。今後は個別の年次

計画や事業費を精査していくために、事業の進捗状況、劣化調査等の結果を反映しなが

ら、定期的な見直しを実施し推進することとします。 

本来、予算とのバランスにより実施できない改修工事が発生することがあります。し

かし、安全を脅かすような劣化を放置することはできません。そのために定期的な現存

率調査によって劣化状況を把握し、より優先されるべき劣化を把握するために、本計画

が使われることとなります。 

緊急性の低い劣化は、次年度以降に持ち越されることもありますが、安全を脅かす状

況になる前に対応する必要があるため、定期的な見直しとともに本計画を維持推進して

いくこととします。 

 


